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障害者相談支援事業について

１

①1,040 

60%

②543 

31%

③158 

9%

障害者相談支援事業の実施形態

①単独で実施

②複数市町村共

同で実施

③単独＋複数市

町村共同で実施

市町村数：1,741

①162 

9%

②1,274 

73%

③305 

18%

障害者相談支援事業の実施方法

①直営で実施

②指定特定・指定一

般・指定障害児相談

支援事業所に委託

で実施

③直営で実施＋指

定特定・指定一般・

指定障害児相談支

援事業所に委託で

実施

市町村数：1,741

①1,457 

83%

②225 

13%

③47 

3%

④12 

1%

障害者相談支援事業の運営方法

①３障害一元化して実施

②障害種別ごとに実施

③地域包括支援センターと

一体的に実施（３障害一元

化）
④その他

市町村数：1,741

①509 

29%

②951 

55%

③200 

11%

④81 

5%

障害者相談支援事業の対応日

①365日対応して

いる

②平日（月～金）

のみ対応してい

る
③平日（月～金）

＋土曜日対応し

ている
④その他

市町村数：1,741市町村数：1,741

①185 

11%

②662 

38%

③894 

51%

障害者相談支援事業の対応時間

①24時間対応（夜

間は宿直により対

応）

②24時間対応（夜

間は携帯電話によ

り対応）

③24時間対応して

いない

市町村数：1,741

①128 

8%
②362 

21%

③19 

1%

④57 

3%

⑤300 

17%

⑥875 

50%

障害者相談支援事業の対応日・対応時間

①365日対応＋24時間

（夜間は夜勤又は宿直）

対応
②365日対応＋24時間

（夜間は携帯）対応

③365日対応＋24時間

対応なし

④365日対応していない

＋24時間（夜間は夜勤

又は宿直）対応
⑤365日対応していない

＋24時間（夜間は携帯）

対応
⑥365日対応していない

＋24時間対応なし

市町村数：1,741
365日対応+24時間対応

490 28%



障害者相談支援事業について

２

○ ２６５．３億円

※ 地域活動支援センターⅠ型が行う相談支援業務以外の事業費や居住サポート事業費等が含まれる。

※ 1,741市町村のうち指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者へ相談支援業務を委託している市町村数（1,579市町村）で単純に割った場
合、1市町村当たり1,680万円（委託している市町村（1,579市町村）の中には、「委託」のみの市町村と、「直営＋委託」を組み合わせている市町村の両方が
含まれている。）。

障害者相談支援事業に係る委託費の予算額の総計（R２年度）

①

1,729 ②

1,599 ③

1,490 

④

634 

⑤

1,450 

⑥

1,570 

⑦

996 

⑧

955 

⑨

613 
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障害者相談支援事業の実施状況
①福祉サービスの

利用援助

②社会資源を活用

するための支援

③社会生活力を高

めるための支援

④ピアカウンセリン

グ

⑤権利の擁護のた

めに必要な援助

⑥専門機関の紹介

⑦地域包括支援セ

ンターとの情報交換

⑧生活困窮者相談

窓口との情報交換

⑨重度障害者への

支援（訪問等）

市町村数：1,741

※複数回答可であるため、合計数は市町村数と一致しない。
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ピアカウンセリングの実施状況（対象障害別）

実施市町村数：634



３

（参考）障害者相談支援事業を直営又は直営＋委託で行う場合の「直営部分」の実施状況

①417

80%

②62

12%

③24

5%

④7

1%

⑤10

2%

相談支援事業窓口の設置場所

①市町村役所

②公共施設

③障害福祉サービス事

業所内

④障害者支援施設

⑤その他

直営部分の窓口数：520

①749

②954

③396
④460

⑤174
⑥201

⑦31

⑧462
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専門的職員の人数

①社会福祉士

②保健師

③精神保健福祉士

④看護師・准看護師

⑤介護福祉士

⑥介護支援専門員

⑦臨床心理士

⑧その他の専門的職

員

相談支援の業務に従事する者の人数 ：3,427

※１人の者が複数の資格を有する場合は、複数に人数を計上している。

①29

51%

②5

9%

③23

40%

ピアカウンセラーの人数

①身体障害

②知的障害

③精神障害

ピアカウンセラーの人数：57



４

（参考）障害者相談支援事業を直営又は直営＋委託で行う場合の「直営部分」の実施状況

①47

9%

②452

87%

③11

2%

④10

2%

対応日

①365日

②平日

（月～金）

③平日＋土曜日

④その他

直営部分の窓口数：520

①51

10%

②43

8%

③426

82%

対応時間

①24時間対応

（夜間は宿直）

②24時間対応

（夜間は携帯）

③24時間対応し

ていない

直営部分の窓口数：520

①21 

4%
②26 

5%

③0 

0% ④30 

6%

⑤17 

3%

⑥426 

82%

対応日・対応時間

①365日＋24時間（夜

間は夜勤又は宿直）対

応
②365日＋24時間（夜

間は携帯）対応

③365日＋24時間対

応なし

④365日対応なし＋24

時間（夜間は夜勤又は

宿直）対応
⑤365日対応なし＋24

時間（夜間は携帯）対

応
⑥365日対応なし＋24

時間対応なし

直営部分の窓口数：520365日対応+24時間対応
47 9%

①441

85%

②27

5%

③17

3%

④35

7%

相談支援事業の障害種別等別の対象者

①3障害＋障害児

②3障害のみ

③障害児のみ

④その他

直営部分の窓口数：520

①77

②93

③33

④61

⑤153
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他機関と一体的に総合的な窓口を設置している窓口

①地域包括支援センター関係

②保健・子育て・発達支援関係

③就労支援関係

④市町村総合相談関係

⑤虐待防止センター関係

一体的に総合的な窓口を
設置している窓口数:417

※１つの窓口が複数の関係機関と一体的に総合的な窓口を設置している場合は、複数計上している。



５

基幹相談支援センターについて

①156 

17%

②751 

79%

③39 

4%

基幹相談支援センターの設置方法

①直営で設置

②指定相談支援

事業所に委託

➂直営＋指定相

談支援事業所に

委託

設置箇所数：946

①33

4%

②116

15%

③530

67%

④111

14%

委託により設置する場合の委託先の

相談支援に係る指定状況

①一般相談支援事

業所の指定あり

②特定相談支援事

業所の指定あり

③一般+特定相談支

援事業所の指定あ

り

④一般+特定相談支

援事業所の指定な

し

委託により設置している箇所数：790

①605

77%

②185

23%

委託により設置する場合の

障害者相談支援事業の委託状況

①委託あ

り

②委託な

し

委託により設置している箇所数：790

①226

24%

②244

26%

③289

30%

④45

5%

⑤142

15%

基幹相談支援センター窓口の設置場所

①市町村役所

②公共施設

③障害福祉サービス事業

所内

④障害者支援施設

⑤その他

設置箇所数：946

①406 

24%

②368 

21%

③4 

0%④89 

5%

⑤874 

50%

基幹相談支援センターの設置形態等

①市町村単独で設置

②複数市町村共同で設置

③市町村単独＋複数市町村共

同で設置

④令和２年度中に設置予定

⑤令和２年度においては設置

予定はない

市町村数：1,741



基幹相談支援センター等機能強化事業について

６

①997 

57%

②744 

43%

基幹相談支援センター等機能強化事業の実施状況

①実施

②未実施

市町村数：1,741

①813 

②145 

③671 

④467 
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基幹相談支援センター等機能強化事業の専門職員の資格

①社会福祉士

②保健師

③精神保健福祉士

④その他

実施市町村数：997
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７

住宅入居等支援事業（居住サポート事業）について
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実
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住宅入居等支援事業の実施状況（経年比較）

実施市

町村数

実施率

※平成23年4月1日の実施状況は、被災３県を除くデータ。

①281 

16%

②1,460 

84%

住宅入居等支援事業の実施状況

①実施

②未実施

市町村数：1,741

①32 

11%

②229 

78%

③9 

3%
④23 

8%

住宅入居等支援事業の実施方法

①直営で実施

②指定相談支援事業者

に委託で実施

③不動産業者に委託で

実施

④その他

※ 複数回答可であるため、合計数は実施市町村数と一致しない。

実施市町村数：281

①30 

②246 

③87 

④206 

⑤30 
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住宅入居等支援事業の実施内容

①障害者向け住宅の確保、

リストの作成

②入居支援（物件斡旋依頼、

入居契約手続き支援）

③24時間支援（緊急時の相

談支援、関係機関との連絡・

調整等）
④関係機関によるサポート

体制の調整

実施市町村数：281

※経過的取扱い
現に障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対す
る入居支援及び居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整及び２４時間支援について
は、地域移行支援・地域定着支援の実施体制が整備されるまでの間、経過的に実施できるもの。
※ 複数回答可であるため、合計数は実施市町村数と一致しない。



住宅入居等支援事業（居住サポート事業）について

８

【住宅入居等支援事業の実利用者数】

3,813人

（主な内訳）
・入居支援の実利用者数
1,557人
（一般住宅への入居に結びついた実利用者数 647人）
・２４時間支援の登録者数

324人

住宅入居等支援事業の実利用者数等（Ｈ31年度）

実施市町村数：281
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一般住宅への入居に結びついた件数（経年比較）



（自立支援）協議会について

９

1,188 
1,426 1,485 1,444 
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（自立支援）協議会の設置状況（経年比較）

設置

市町

村数

設置

率※平成23年4月1日以前の設置状況は、地域自立支援協議会の設置状況。
※平成23年4月1日の設置状況は、被災３県を除くデータ。
※平成25年4月1日の設置状況は、未提出の自治体を除いた暫定値。

①

1,681 
97%

②60 

3%

（自立支援）協議会の

設置状況

①設置

②未設置

市町村数：1,741

①914 

76%

②212 

18%

③69 

6%

（自立支援）協議会の事務局の

運営方法

①直営で実施

②委託で実施

③その他

協議会数：1,195
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地域住民の代表者

主任児童委員

民生委員・児童委員

知的障害者相談員

身体障害者相談員

都道府県(行政職員)

市町村(行政職員)

児童相談所

保育所

保健所・保健センター

公共職業安定所（ハローワーク）

大学等（学識経験者など）

権利擁護関係団体(権利擁護関係者)

障害当事者団体・障害当事者(障害者相談員を除く)

高齢者介護の関係機関

民間企業

教育関係機関（特別支援学校など）

医療機関（病院・診療所など）

障害福祉サービス事業者

発達障害者支援センター

障害者就業・生活支援センター

指定一般・特定・障害児相談支援事業者（相談支援事業の委託なし）

指定一般・特定・障害児相談支援事業者（相談支援事業の委託あり）

各機関に所属している者をメンバーとしている協議会の割合

（自立支援）協議会の構成メンバー（所属別） 協議会数：1,195



（自立支援）協議会 専門部会について

１０

０回

118 
10%

１回

375 
31%

２回

363 
30%

３回

175 
15%

４回以上

164 
14%

（自立支援）協議会の開催実績

※専門部会を除く

０回

１回

２回

３回

４回以上

協議会数：
1,195

①963 

81%

②232 

19%

（自立支援）協議会専門部会の設置状況

①設置

②未設置

協議会数：1,195
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（自立支援）協議会の専門部会の種類

①課題別

②障害別

③地域別

④その他

専門部会設置協議会数：963

※ 複数回答可であるため、合計数は協議会数と一致しない。
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専門部会（課題別）の設置状況

①権利擁護関係

②地域移行関係

③退院促進関係

④就労関係

⑤子ども関係

⑥相談支援係

⑦地域生活・生活支

援関係

⑧精神関係

⑨その他

専門部会（課題別）設置数：904

※ 複数回答可であるため、合計数は設置数と一致しない。
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⑨
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専門部会（課題別）の開催実績

①権利擁護関係

②地域移行関係

③退院促進関係

④就労関係

⑤子ども関係

⑥相談支援関係

⑦地域生活・生

活支援関係
⑧精神関係

➈その他

専門部会（課題別）設置数：904

3.5 3.9 3.6

5.1
4.7

6.6

5.2

4.8

※グラフ上の数値は１部会あたりの年間開催回数

6.6



指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所等について

１１

1,801 1,851 1,778 1,964 1,691 2,032 2,252 1,952 2,067 2,365 2,189 2,207 2,200 

934 1,062 1,065 943 1,160 
2,529 

3,690 

5,975 
6,617 

6,999 
7,434 

7,995 
8,363 

2,735 

2,913 
2,843 
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2,851 

4,561 

5,942 

7,927 
8,684 

9,364 
9,623 

10,202 
10,563 
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Ｈ20年 Ｈ21年 Ｈ22年 Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年 Ｈ29年 Ｈ30年 Ｈ31年 Ｒ2年

指定特定・指定障害児相談支援事業所数（経年比較）

市町村から障

害者相談支援

事業の委託を

受けていない

事業所

市町村から障

害者相談支援

事業の委託を

受けている事

業所

※Ｈ23年度以前のデータは、指定相談支援事業所数。
※Ｈ23年4月1日の指定相談支援事業所数は、被災３県を除くデータ。

指定特定・指定障
害児相談支援事業
所のうち

①338

3%

②4,639

44%

③467

4%
④554

5%

⑤57

1%

⑥2,317

22%

⑦1,741

17%

⑧450

4%

指定特定・指定障害児相談支援事業所の運営主体

①地方公共団体

➁社会福祉法人

③医療法人

④社団・財団法人

⑤協同組合

⑥営利法人

⑦特定非営利法人

⑧その他

指定特定・指定障害児
相談支援事業所数：10,563

①166

2%
②564

5%

③7,482

71%

④892

8%

⑤1,459

14%

指定特定・指定障害児相談支援事業所の窓口の設置場所

①市町村役所

②公共施設

③障害福祉サービス事業所内

④障害者支援施設

⑤その他

指定特定・指定障害児
相談支援事業所数：10,563



指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所等について

１２

①7,456

②243

③4,910

④775

⑤8,083

⑥3,907

⑦207

⑧5,709
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指定特定・指定障害児相談支援事業所に配置されている専門的職員の人数

①社会福祉士

②保健師

③精神保健福祉士

④看護師・准看護師

⑤介護福祉士

⑥介護支援専門員

⑦臨床心理士

⑧その他の専門的職員

このうち、相談支援専門員の人数：23,729
相談支援専門員以外の人数：3,876

相談支援の業務に従事する者の人数：27,605

※１人の者が複数の資格を有する場合は、複数に人数を計上
※指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定以外に、指定一般相談支援事業所の指定も併せて
受けている場合、指定一般相談支援事業所の相談支援の業務に従事する者の人数も含めて計上
している。

①341

50%

②143

21%

③202

29%

指定特定・指定障害児相談支援事業所に

配置されているピアカウンセラーの人数

①身体障害

②知的障害

③精神障害

ピアカウンセラーの人数：686
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指定特定・指定障害児相談支援事業所に配置されている

相談支援専門員の人数（経年比）

※Ｈ23年度以前のデータは、指定相談支援事業所に配置されている相談支援専門員の人数。
※Ｈ23年4月1日の相談支援専門員の人数は、被災３県を除くデータ。
※指定特定・指定障害児相談支援事業所の指定以外に、指定一般相談支援事業所の指定も併せて受けている場合、
指定一般相談支援事業所の相談支援の業務に従事する相談支援専門員の人数も含めて計上している。



指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所等について

１３

①868

8%

②7,642

72%

③1,133

11%

④920

9%

指定特定・指定障害児相談支援事業所

の対応日

①365日

②平日（月～金）

③平日＋土曜日

④その他

指定特定・指定障害児
相談支援事業所数：10,563

①187

2%

②2,337

22%

③8,039

76%

指定特定・指定障害児相談支援事業

所の対応時間

①24時間対応

（夜間は宿直）

②24時間対応

（夜間は携帯）

③24時間対応し

ていない

指定特定・指定障害児
相談支援事業所数：10,563

①92 

1%

②680 

6%

③96 

1%

④95 

1%

⑤1,657 

16%

⑥7,943 

75%

指定特定・指定障害児相談支援事業所の

対応日・対応時間

①365日対応＋24時間

（夜間は夜勤又は宿直）

対応
②365日対応＋24時間

（夜間は携帯）対応

③365日対応＋24時間対

応なし

④365日対応していない

＋24時間（夜間は夜勤又

は宿直）対応
⑤365日対応していない

＋24時間（夜間は携帯）

対応
⑥365日対応していない

＋24時間対応なし

365日対応+24時間対応
772 7%

指定特定・指定障害児
相談支援事業所数：10,563

①6,435 

61%
②1,831 

17%

③570 

6%

④1,727 

16%

相談支援事業の障害種別等別の対象者

①3障害＋障害児

②3障害のみ

③障害児のみ

④その他

指定特定・指定障害児
相談支援事業所数：10,563
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他機関と一体的に総合的な窓口を設置している窓口

①地域包括支援センター

関係

②保健・子育て・発達支

援関係

③就労支援関係

④市町村総合相談関係

⑤虐待防止センター関係

一体的に総合的な窓口を
設置している
指定特定・指定障害児
相談支援事業所数：637

※１つの窓口が複数の関係機関と一体的に総合的な窓口を設置している場合は、複数計上している。


